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船舶事故調査報告書 

 

平成２７年１０月２２日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月２日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島
しんかみごとう

町有川
ありかわ

港 

 有川港Ｂ防波堤灯台から真方位２６７°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５９.３０′ 東経１２９°０５.７４′） 

事故調査の経過  平成２７年５月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 一陽
いちよう

丸、４.９トン 

   ＮＳ３－４０１９６４（漁船登録番号）、個人所有 

   １２.５１ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成２年１１月１０日 

Ｂ 漁船 綾
あや

美
み

、０.３トン 

   ＮＳ３－６０４５５５（漁船登録番号）、個人所有 

   ４.２８ｍ（Lr）×１.５０ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、

平成５年１０月２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定    

    免許登録日 昭和５５年９月１８日 

    免許証交付日 平成２６年５月１３日 

           （平成３１年６月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年８月１８日 

    免許証交付日 平成２２年７月１６日 

           （平成２７年８月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船尾部及び船外機に破損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、有川港内において、‘釣りをし

て漂泊中の約５～６隻の小型船’（以下「本件小型船群」という。）を
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通過して左転し、本件小型船群を通過したので、前路に他船はいない

と思い、増速して約１７～１８ノットの速力で定置網のブイの東側を

北北東進中、船長が、平成２７年５月２日０６時４０分ごろガシャー

ンという音を聞き、船尾方にＢ船を視認したので、Ｂ船と衝突したと

思った。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船全景      写真２ 船長Ａの操縦場所 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、有川港内で船首を南東方に向け

て漂泊していた。 

船長Ｂは、釣りをしながら右舷方にＢ船の船首方を通過する態勢で

北東進するＡ船を視認し、Ａ船がそのまま北東進するものと思ってい

たところ、Ａ船が右舷船首方１００ｍ付近で左転し、Ｂ船に向かう態

勢となったので、大声で注意喚起を行ったが、避航する気配がないＡ

船に危険を感じて右舷船首から海に飛び込んだ。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船長Ｂが釣りをしていた場所 

Ｂ船は、船長Ｂが飛び込んだ反動で、船首が反時計方向に回って北

北東方を向いたところ、右舷船尾とＡ船の船首とが衝突した。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて係留場所に戻り、右舷船尾部及び船外

機の破損が認められた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、本事故当時、天気が悪くなる予報を得ていたので、Ａ船

の係留場所から北方へ約２km 離れた作業場に揚げていた網の修理を終

わらせようと思い、早く作業場に行こうと思っていた。 

船長Ａは、ふだん、有川港内にある長瀬の西方を航行する際、長瀬

の西方に設置された定置網のブイの東側を航行しており、本事故当

時、左舷前方の定置網のブイを見ていた。 

船長Ａ 船長Ａ 操舵室 

船長Ｂが飛び込んだ場所 
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船長Ｂは、本事故当時、救命胴衣を着用し、ホイッスルを船尾に置

いていたが、ホイッスルを吹いて注意喚起することを思い付かなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、有川港内を航行中、船長Ａが、本件小型船群を通過して左

転し、航行の妨げとなる他船がいないものと思い、左舷前方の定置網

のブイを見ていて、船首方の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、有川港内で釣りをして漂泊中、船長Ｂが、船首方を通過す

る態勢のＡ船を視認した際、Ａ船が同じ針路で航行するものと思い、

漂泊を続けたことから、Ｂ船の右舷船首方１００ｍ付近で左転してＢ

船に向かう態勢となったＡ船に対し、大声を出して注意喚起を行った

ものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、有川港内において、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、左舷前方の定置網のブイを見ていて、船首方の見張りを適

切に行っていなかったため、漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、ま

た、船長Ｂが、船首方を通過する態勢のＡ船を視認した際、Ａ船が同

じ針路で航行するものと思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。  

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常に周囲の見張りを行うこと。 

・漂泊して釣りを行っている場合でも、周囲の見張りを適切に行

い、他船が接近するときは、音響による信号によって注意喚起を

行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

長崎市 

五島列島 

長崎県新上五島町 
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